
葛巻町不妊治療費助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この告示は、不妊治療を受けた夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成するこ

とにより、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 夫婦 法律上の婚姻をしている者及び法律上の婚姻をしていないが、事実上婚姻関係（以

下「事実婚」という。）にある者をいう。 

⑵ 特定不妊治療 不妊治療（診断のための検査及び治療効果を確認するまでの検査等治療の

一環として実施される検査を含む。以下同じ。）のうち、体外受精又は顕微授精をいう。 

⑶ 一般不妊治療 不妊治療のうち、特定不妊治療を除くものをいう。 

⑷ 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。 

ア 健康保険法（大正11年法律第70号） 

イ 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

ウ 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 

エ 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

オ 国民健康保険法（昭和33年法律第192号） 

カ 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

 ⑸ 妻 法律上の婚姻をしている女性配偶者又は事実婚の女性パートナーをいう。 

 ⑹ 夫 法律上の婚姻をしてる男性配偶者又は事実婚の男性パートナーをいう。 

⑺ 男性不妊治療 特定不妊治療に付随して行われる不妊治療であって、精子を精巣又は精巣

上体から採取するための手術をいう。 

⑻ 自己負担額 不妊治療に係る医療費について、医療保険各法の規定により被保険者、組合

員、加入者又は被扶養者が負担すべき額から、次の額を減じて得た額をいう。 

ア 当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び附加給付等の額 

イ 入院時食事療養費の給付に係る医療保険各法の規定による標準負担額 

 

（助成対象者） 

第３条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。 

⑴ 夫婦のいずれかが、不妊治療を開始した日から第７条の申請をする日まで引き続き町内に

住所を有している者 

⑵ 医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者 

⑶ 不妊治療が必要であると医師に診断された者（特定不妊治療にあっては、当該治療以外に

妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者） 

⑷ 特定不妊治療にあっては、治療が開始された日における妻の年齢が43歳未満の者 

⑸ 不妊治療に係る他の助成制度等と重複して申請していない者 

⑹ 夫婦のいずれもが町税を滞納していない者 

 

 

 



（助成対象治療等） 

第４条 助成の対象となる治療（以下「助成対象治療」という。）は、妻が妊娠することを目的と

して行う不妊治療（特定不妊治療にあっては、特掲診療料の施設基準等（平成20年厚生労働省

告示第63号）に定める生殖補助医療の届出を行っている医療機関において実施されたものに限

る。）であって、医療保険各法に定める保険給付の対象となる治療及び当該治療と同時に実施さ

れた厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準（平成20年厚生労働省告

示第129号）に定める先進医療とする。ただし、次に掲げる特定不妊治療は助成の対象としない。 

⑴ 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの 

⑵ 夫の精子を医学的な方法により妻以外の第三者の子宮に注入して行うもの 

⑶ 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を医学的な方法により妻以外の第三者の子宮に

注入して行うもの 

 

（対象期間） 

第５条 助成の対象となる期間（以下「助成対象期間」という。）は、次に掲げる不妊治療の区分

に応じ、当該各号に定める期間とする。 

⑴ 特定不妊治療（男性不妊治療を合わせて実施する場合を含む。） 治療が開始された日から

当該治療が終了した日までの期間（ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止し

た場合（卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。）については、その

中止までの期間） 

⑵ 一般不妊治療 治療を開始した日の属する月から連続する12月の期間 

 

（助成金の額及び回数） 

第６条 特定不妊治療に係る助成金の額は、夫婦１組について、当該夫婦が特定不妊治療（助成

対象治療に限る。）に要した自己負担額の全額とし、助成対象治療１回（採卵準備のための薬剤

投与等の開始等から妊娠の確認等に至るまでの特定不妊治療実施の一連の過程をいう。）当たり

の限度額は15万円とする。 

２ 当該助成対象治療に主治医の治療方針に基づき男性不妊治療を合わせて行った場合は、前項

の規定にかかわらず当該男性不妊治療に要した自己負担額の全額（15万円を限度とする。）を前

項の助成金の額に加算した額を限度額とする。 

３ 第１項に規定する助成金の助成回数は、初めて助成を受ける助成対象期間の初日における妻

の年齢が、40歳未満であるときは、１子につき６回、40歳以上であるときは、１子につき３回

までとする。 

４ 一般不妊治療に係る助成金の額は、夫婦１組について、当該夫婦が一般不妊治療に要した自

己負担額の全額とし、助成対象期間当たりの限度額は15万円とする。 

 

（助成の申請） 

第７条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、不妊治療が終了した日から２月

を超えない日又は不妊治療が終了した日が属する年度の３月31日までのいずれか早い日までに、

葛巻町（一般・特定）不妊治療費助成申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、町長に申請しなければならない。 

⑴ 葛巻町特定不妊治療医療機関受診等証明書（様式第２号）（特定不妊治療に係る助成を申請

する場合に限る。） 



⑵ 葛巻町一般不妊治療医療機関受診等証明書（様式第３号）（一般不妊治療に係る助成を申請

する場合に限る。） 

⑶ 医療機関の発行した不妊治療費に係る領収書 

⑷ 申請者に係る戸籍全部事項証明書（申請者と配偶者の住所が異なる場合又は事実婚にある

者に限る。） 

⑸ 申請者と婚姻関係にある者に係る戸籍全部事項証明書（事実婚にある者に限る。） 

⑹ 申請者及び申請者と婚姻関係にある者の婚姻関係に関する申立書（様式第４号）（事実婚に

ある者に限る。） 

⑺ その他町長が必要と認める書類 

 

（助成の決定等） 

第８条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、適当

と認めたときは、葛巻町不妊治療費助成金交付決定通知書（様式第５号）により、適当でない

と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により助成の決定を申請者に通知したときは、当該通知をした日に申請

者から助成金の請求があったものとみなして、助成金を給付するものとする。 

 

（助成の決定の取消し） 

第９条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成を受けたときは、その決定を取り消

すことができる。 

 

（助成金の返還） 

第10条 町長は、第９条の規定により決定を取り消したときは、当該助成金の全部又は一部を返

還させることができる。 

 

（補則） 

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 


